
（令和6年4月1日現在適用されている法律に基づいています。）

　【国税庁ホームページアドレスは　https://www.nta.go.jp】

■申告書の作成手順については･･････
パンフレット「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き
　　　　　　　個人事業者用」

「法人用　消費税及び地方消費税の申告書の書き方」
■国、地方公共団体や公共・公益法人等に対する消費税の特例
については･･････

　パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」
をご参照ください。
（これらのパンフレットは、国税庁ホームページからダウンロ
ードできます。）

■輸出物品販売場における輸出免税については･･････
国税庁ホームページの「輸出物品販売場における輸出免税に
ついて」
■国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
は･･････
国税庁ホームページの「国境を越えた役務の提供に係る消費
税の課税関係について」
に掲載している各種リーフレットやＱ＆Ａをご参照ください。

　令和５年10月１日から、適格請求書等保存方式（インボイス制度）
が開始されています。

適格請求書等保存方式（令和５年10月１日～）

※　「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）の下では、登録を
受けた事業者（適格請求書発行事業者）のみが適格請求書（インボ
イス）を交付することができます。

登録申請は、e-Taxを
ご利用いただくと手
続がスムーズです。

○　インボイス制度に関する一般的な電話相談は、インボイスコールセンター

〇　税務相談チャットボット（インボイス制度）も公開していますので、ぜひご利用ください。
　　ご質問を入力いただくと、AI（人工知能）が自動でお答えします。

　（インボイス制度電話相談センター）で受け付けています。
　　専用ダイヤル　0120-205-553（無料）　[受付時間]　9:00～ 17:00（土日祝除く）

令和6年6月

○　さらに詳しくお知りになりたいことがありましたら、電話
相談センターをご利用ください。ご利用に当たっては国税
相談専用ダイヤル0570-00-5901（ナビダイヤル）にお電話
ください。

○　国税庁ホームページでは、消費税に関する法令解釈通達、
質疑応答事例、消費税法の改正に関する各種パンフレット
などを掲載しています。申告や届出に際し必要な様式をダ
ウンロードすることもできますので是非ご利用ください。

■インボイス制度については･･････
国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」をご
参照ください。
特設サイトでは、各種リーフレットやＱ＆Ａを掲載していま
す。

チャットは
こちらから



消費税はどんな仕組み？
この章では、消費税の全体像を理解していただくために、

「基本的な仕組み」と「納付税額の計算方法」について説明します。

1. 基本的な仕組み

［1］消費税はどんな税？

　消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。（注1）

　ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域

から引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに標準

税率10％（うち2.2％は地方消費税）、軽減税率8％（うち1.76％は地方消

費税）の税率で課税されます。（注2）

特定の物品やサービスに課税
する個別消費税（酒税・たば
こ税等）とは異なります。

［2］消費税の負担者

　消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は

事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、

最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担す

ることとなります。

消費税と地方消費税を合
わせた税率（10％）で計算
しています。（単位：円）

ポイント ◎消費税とは、消費一般に広く公平に課税する間接税です。

ポイント ◎税金が価格の一部として移転することを、税の転嫁といいます。

注1

消費税の収入については、地方
交付税法の定めによるほか、年
金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化の対策に要
する経費（社会保障4経費）
に充てられることとされてい
ます。

注2

ポイント
◎消費税を負担する者＝消費者      
◎消費税を申告、納付する者＝事業者
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■消費税の負担と納付の流れ

 

参照→税率はＰ2

売上げ

消費税①

20,000

2,000

売上げ

消費税②

仕入れ

消費税①

50,000

5,000

20,000

2,000

売上げ

消費税③

仕入れ

消費税②

70,000

7,000

50,000

5,000

100,000

10,000

70,000

7,000

売上げ

消費税④

仕入れ

消費税③

納付税額 A 納付税額 B 納付税額 C 納付税額 D

①

取引

消費税
2,000 ②－① 3,000 ③－② 2,000 ④－③ 3,000

申告・納付申告・納付申告・納付申告・納付

支払総額110,000

各事業者が個別に
納付した消費税
A+B+C+D
の合計10,000

消費者が負担した
消費税 10,000

1 消
費税
の

　仕
組み

2 課
税対
象

3 非
課税
取引

4 輸
出免
税

5 納
税義
務者

6 納
税義
務の

　成
立時
期

7 課
税標
準

8 控
除税
額等
の

　計
算方
法

9 国
境を
越え
た

　役
務の
提供

10
 端数

計算

11
 地方

消費
税

12
 手続

13
 納税

地

14
 届出

等

15
 帳簿

の保
存

16
 国等

に対
する

　　
特例

17
 会計

処理

19
 総額

表示

18
 適格

請求
書等

　　
保存
方式

1消費税のあらまし　1. 消費税はどんな仕組み？

○　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な
社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入されました。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。
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○　マイナンバー制度について
　平成28年１月から導入されたマイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実
現する社会基盤です。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。


